
公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業実施要綱 

 

                   制 定 平成２３年９月１２日 

改 正 平成２９年１２月１２日 

                

（目的） 

第１条 この要綱は、和歌山県立医科大学（以下「本学」という。）が、和歌

山県の医学・医療の向上を図ることにより県民の健康に寄与することを掲げ

た財団法人和歌山県医学振興会の精神を引き継ぎ、その精神を具現化する事

業に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（助成の区分及び対象事業） 

第２条 助成の区分及び助成金の対象となる事業（以下「助成対象事業」とい

う。）は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第１号及び第２号に規定

する助成対象事業は、和歌山県内の医学関係者が主催するものとする。 

(1) 講演会等開催助成  

和歌山県内の医学関係者を対象とした講演会、研究会、学術集会等の開

催事業 

(2) 県民啓発事業助成   

和歌山県民を対象とした医学・医療、健康管理等に関する健康教室、講

演会等の開催事業 

(3) 海外研究等助成  

本学の学生（大学院生を含む。）、研究者及び県内の病院に在籍する臨床

研修医を対象とした海外での３か月以内の医学又は保健看護学に関する

研究（研修を含む。） 

２ 前項第１号及び第２号の事業については次の各号の条件を全て満たすもの

とし、前項第３号の事業については次の第３号の条件を満たすものとする。 

(1) 原則として次に掲げる金額の合計額（以下「総事業費」という。）が１０

０万円以下であること。 

①助成対象事業に関して申請者が直接支出する額（以下「申請者支出額」

という。） 

②当該助成対象事業に関して申請者以外の企業・団体等が経費の一部を

直接支出する場合の当該企業・団体等が支出する額（以下「企業等支出

額」という。） 

 (2) 次に掲げる金額の合計額が総事業費の２分の１以下であること。 

  ①助成対象事業の実施を直接の目的として申請者が申請者以外の企業・

団体等から受け入れる寄附金・協賛金等の額（以下「企業寄附金等額」

という。） 



  ②企業等支出額 

(3) 本学管理の資金（大学運営経費・奨学寄付金等）を用いて行う事業でな

いこと。 

 

（助成金の額） 

第３条 前条第１項各号に規定する助成区分ごとの１事業あたりの助成金の額

は次のとおりとする。 

(1) 前条第 1 項第 1 号及び第 2 号に係る事業については、申請者支出額から

企業寄附金等額及び申請者が助成対象事業の参加者等から徴収する参加料

等の額を控除した額（以下「助成基準額」という。）を基準とし、１０万円

を上限として予算の範囲内で定める額 

(2) 前号の適用にあたり、申請者支出額から備品及び一般的な事務に使用可

能な消耗品を購入するために支出した経費を控除した額（以下「備品等を

除く額」という。）が助成基準額を下回る場合は、備品等を除く額を助成基

準額とみなす。 

(3) 前条第 1 項第 3 号に係る事業については、２０万円を上限として予算の

範囲内で定める額 

 

（助成の公募） 

第４条 第２条に規定する助成対象事業は、公募によるものとする。 

 

（助成審査委員会） 

第５条 助成の決定について適正を期すため、本学に助成審査委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 

（助成の申請等） 

第６条 第２条第１項第１号又は第２号の助成を受けようとする者は、助成金

交付申請書（別記第１号様式）により理事長に申請するものとする。 

２ 第２条第１項第３号の助成を受けようとする者は、海外研究等助成金交付

申請書（別記第２号様式）により理事長に申請するものとする。 

３ 第２条第１項各号の助成は、同一の者について同一年度に１回限りとする。 

４ 第２条第１項第１号又は第２号の助成について、毎年度継続的に実施され

る事業等に対する助成は、同一の者について通算２回までとする。 

 

（助成の決定及び通知） 

第７条 理事長は、第５条に規定する委員会に諮問し、助成を決定するものと

する。 

２ 理事長は、前項の規定により助成を決定したときは、助成金交付決定通知



書（別記第３号様式）により助成の申請をした者に通知するものとする。 

 

（助成金の交付の条件） 

第８条 理事長は、助成金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を

付するものとする。 

 (1) 第 7 条の助成金の交付の決定を受けた事業（以下「助成事業」という。）

を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに理事長に届出を行うこ

と。 

 (2) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難

となった場合においては、速やかに理事長に報告してその指示を受けるこ

と。 

 (3) 助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び

支出についての証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該助

成事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保管すること。 

 (4) 第２条第１項第１号及び第２号の助成事業については、「公立大学法人

和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業の助成を受け実施する」旨の

広報を行うこと。 

(5) 第２条第１項第３号の助成を受けた者は、当該助成に係る研究報告を理

事長が指定する方法により公表すること。 

 

（実績報告） 

第９条 第７条の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下「助成事業

者」という。）は、助成事業が完了したときは、助成事業の成果を記載した

実績報告書（別記第４－１号様式、別記第４－２号様式）により速やかに理

事長に報告しなければならない。 

 

（助成金の額の確定） 

第１０条 理事長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報

告書等の書類の審査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交

付の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認

めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金額確定通知書（別記第

５号様式）により助成事業者に通知するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第１１条 助成事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付

請求書（別記第６号様式）を理事長に提出しなければならない。 

 

（決定の取消し） 



第１２条 助成事業者が、助成金の他の用途への使用、その他助成事業に関し

て助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反した

ときは、理事長は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。 

２ 前項の規定は、助成対象事業について交付すべき助成金の額の確定があっ

た後においても適用するものとする。 

 

（助成金の返還） 

第１３条 理事長は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合にお

いて、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されてい

るときは、期限を定めて、当該助成金の返還を命ずるものとする。 

 

（立入検査） 

第１４条 理事長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要がある

ときは、助成事業者に報告させ、又は職員にその事務所等に立ち入り、帳簿

その他を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の職員は、その身分を示す証票（別記第７号様式）を携帯し、関係者

の要求があるときは、これを提示しなければならない。 

 

（実施の細目） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、公立大学法人和歌山県立医科大学医

学振興会記念助成事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年９月１２日から施行し、平成２３年４月１日以降に

実施する事業から適用するものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２５年８月２日から施行し、平成２５年４月１日以降に実

施する事業から適用するものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２７年２月３日から施行し、平成２７年度医学振興会記念

助成事業から適用するものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２７年７月６日から施行し、平成２７年度医学振興会記念

助成事業から適用するものとする。 

 附 則 

この要綱は、平成２８年１２月２２日から施行し、平成２９年度医学振興会

記念助成事業から適用するものとする。 



 附 則 

この要綱は、平成２９年１２月１２日から施行し、平成３０年度医学振興会

記念助成事業から適用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１号様式（第６条関係） 

     講演会等開催／県民啓発事業 助成金交付申請書 

公立大学法人                         年  月  日 

 和歌山県立医科大学 理事長 様 

〔申請者〕                

住所                  

氏名              印 

  公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業実施要綱第６条の規定に基づ

き、下記のとおり申請します。 

記 

申 請 額  

催 し の 名 称  

主 催 者 名  開 催 日  

参 加 対 象  参加予定人数  

内 容  

収  支 

 項  目 金 額(円) 内   訳 

収入 

 

 

 

  

計   

支出 

 

 

    

  

計  ＝【Ａ】 

差  引   

［注］項目の具体例 消耗品費、通信費、会場代、印刷費、雑費等 
   備品及び事務用消耗品は原則として助成対象経費としません。 
   開催に係るパンフレットやチラシ等を添付すること。 

      助成申請書の表題については、該当する助成対象事業に○で囲むこと。 

 
企業等支出額 

 
 

項  目 金 額（円） ［注］左欄には、申請事業に関して申
請者以外の企業・団体等が経費
の一部を直接支出する場合に、
当該企業・団体等が支出する項
目及びその額を記入すること。 

 

 

 

 

計  ＝【Ｂ】 

【Ａ】＋【Ｂ】の額（円）  
＝【Ｃ】 
※１００万円以内であること。 

【収入のうち企業・団体等からの寄附金・協賛金等の額】＋【Ｂ】の額（円）  ※【Ｃ】の 2分の 1以下であること。 

事務担当者氏名および電話番号 〔氏名〕 〔電話番号〕 



別記第２号様式（第６条関係） 

海外研究等助成金交付申請書 

  年  月  日  

 公立大学法人 

 和歌山県立医科大学 理事長 様 

〔申請者〕                

住所                  

氏名              印  

  

公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業実施要綱第６条の規定に基づ

き、下記のとおり申請します。 

記 

申請額                  円 

受入機関 
名称 

 

所在地 

研究等期間 年   月   日 ～      年   月   日 

研究等 

テーマ 

 

 

 

 

 

研究等 

計 画 

別紙１に記載のとおり 

収 支 

計 画 

別紙２に記載のとおり 

所属長等承認欄 

〔所属長等職氏名〕 

 

職名        氏名         ○印  

 

職名        氏名         ○印  

申請者連絡先 
〔電話番号〕 〔e-mail〕 

〔注〕受入機関の受入を証する書面等を添付すること。 

    英語能力検定試験の直近の受験結果を添付すること。 

 



 

別紙１ 

     研 究 等 計 画  

 

① 研究等の目的   

 

 

 

② 研究等の内容  

 

 

 

③ 特にアピールしたい点（任意） 

 

 

 



 

別紙２ 

収 支 計 画 

 

収 入 
項 目 金 額（円） 

海外研究等助成金 

 

自己資金 

 

計                 円 

支 出 

支  出  明  細 

・国内旅費 往路（       →       ）     円  

 復路（       →       ）     円 

 （内訳）電車、バス等を乗り継ぐ場合は、それぞれの区間の料金を記載 

 

・渡航費用 往路（       →       ）     円 

 復路（       →       ）     円 

 （ 内 訳 ） 乗 継 等 が あ る 場 合 は 、 そ の 乗 継 空 港 名 を 記 載 

 

・空港施設利用料等  （国内    円）＋（海外    円）＝    円 

・宿泊料   （  泊）×（    円）＝         円 

       （  泊）×（    円）＝         円 

・現地交通費   

     （     ）～（     ）       円 

     （     ）～（     ）       円 

                       計       円 

・その他経費 

 （内訳） 

 

                       計       円 

計 円 

※旅費については、原則として本学職員の旅費の取扱いの例による（日当は

除く。）。 

※国内旅費は、バス、鉄道運賃等を記載。出発地（帰着地）から空港等に係

る経費を記載。 

※渡航費用は、空港等から現地までの費用について記載。 

※宿泊先が複数にわたる場合はそれぞれの内訳を記載。国内宿泊料は該当の

ある場合のみ記載。 

※空港施設利用料等は、旅客サービス施設使用料（国内、海外）、燃油特別

付加運賃を記載。 

※現地交通費は、現地で利用する交通手段・区間・料金を記載。 

※その他経費は、海外旅行保険等、必要になる経費を記載。 



 

別記第３号様式（第７条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

申請者住所 

氏名又は名称         

 

 

公立大学法人            

和歌山県立医科大学 理事長  印   

 

 

公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業 

助成金交付決定通知書 

 

 標記助成金の交付について、公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事

業実施要綱第７条の規定により、下記のとおり交付することを決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 助成金額      金            円 

 

２ 事業内容          年  月  日付けで申請のあった講演会等開催・

県民啓発事業助成金交付申請書記載のとおりとする。 

 

３ 助成金の交付条件  公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業実

施要綱に従うこと。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記第４－１号様式（第９条関係） 

 

公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業実績報告書 

 

年  月  日 

 

公立大学法人  

和歌山県立医科大学 理事長 様 

 

 

 

申請者住所                

氏名又は名称           印   

 

 

     年  月  日付け  第  号で交付決定のあった公立大学法人和歌山

県立医科大学医学振興会記念助成事業について、公立大学法人和歌山県立医科大学医学

振興会記念助成事業実施要綱第９条の規定により、その実績を収支の内容が分かる関係

書類を添えて報告します。 

 

 

 関係書類 

 

１ 収支決算書（別記第４－２号様式に記載すること。記入欄が不足する場合は同型の

任意の様式による作成可） 

 

２ 領収書 

※ 助成基準額（実施要綱第３条第１項第１号参照）が交付決定額と同じ、

又は上回る場合は、交付決定額に相当する領収書を添付して下さい。 

交付決定額が助成基準額を上回る場合は、助成基準額に相当する領収

書を添付して下さい。 

 

３ （ア）パンフレット等（事業の実施状況がわかるもの） 

   （イ）実施要綱第第８条第１項第５号に定める研究報告に係る書面 

※講演会等開催助成及び県民啓発事業助成は（ア）、海外研究等助成は（イ）を添付すること 

 

４ その他関係書類 



 

別記第４－２号様式（第９条関係） 

収  支 

 項  目 金 額(円) 内   訳 

収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計   

支出 

 

 

 

    

    

 

 

 

    

  

計  ＝【Ａ】 

差  引   

［注］記入例を参照し、事業実施に係る全ての収入及び支出をご記入下さい。 
備品及び事務用消耗品は原則として助成対象経費としません。 

※以下は講演会等開催助成／県民啓発事業助成の対象者のみ記入すること。 

 
企業等支出額 

 
 

項  目 金 額（円） 
［注］左欄には、申請事業に関して申

請者以外の企業・団体等が経費
の一部を直接支出する場合に、
当該企業・団体等が支出する項
目及びその額を記入すること。 

 

 

 

 

計  ＝【Ｂ】 

【Ａ】＋【Ｂ】の額（円）  
＝【Ｃ】 
※１００万円以内であること。 

【収入のうち企業・団体等からの寄附金・協賛金等の額】＋【Ｂ】の額（円）  ※【Ｃ】の 2分の 1以下であること。 



別記第５号様式（第１0条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

申請者住所 

氏名又は名称         

 

 

公立大学法人            

和歌山県立医科大学 理事長  印   

 

 

公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業 

助成金額確定通知書 

 

    年  月  日付けで実績報告のあった公立大学法人和歌山県立医科大学医

学振興会記念助成事業について、公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成

事業実施要綱第１０条の規定により、下記のとおり金額を確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

 助成金交付決定済額         金          円 

 

 

 助成金確定額            金          円 

 



別記第６号様式（第 11条関係） 

 

公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業 

助成金交付請求書 

 

 

 

  金         円也 

 

 

 

     年  月  日付  第  号で額の確定のあった公立大学法人和歌山県

立医科大学医学振興会記念助成事業助成金について、公立大学法人和歌山県立医科大学

医学振興会記念助成事業実施要綱第１１条の規定により上記のとおり請求します。 

 

 

     年  月  日 

 

 

 

公立大学法人  

和歌山県立医科大学 理事長 様 

 

 

請求者住所                

氏名又は名称           印   

 

 



別記第７号様式（第 14条関係） 

表面 

 

裏面 

 

第  号 

 

   年 月 日発行 

 

     職 氏名 

 

       年 月 日生 

 

 

 

 公立大学法人和歌山県立医科大学医学振

興会記念助成事業実施要綱第14条第2項の

規定による検査員の証 

 

     年  月  日まで有効 

 

 

 

 

公立大学法人          

和歌山県立医科大学 理事長 印 

 

公立大学法人和歌山県立医科大学医学振

興会記念助成事業実施要綱（平成  年）

抜粋 

 

 第 14 条 理事長は、助成金に係る予算

の執行を期するため必要があるときは、助

成事業者に報告させ、又は職員にその事務

所等に立ち入り、帳簿その他を検査させ、

若しくは関係者に質問させることができ

る。 

 2 前項の職員は、その身分を示す証票

（別記第 7号様式）を携帯し、関係者の要

求があるときは、これを提示しなければな

らない。 

 

 

 


